
保 安 第 8 6 号

令 和 ２ 年 1 0 月 ２ 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の施行について

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律（令和２年法律第22号。以下「法」

という。）は、令和２年４月24日に公布され、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に

関する法律の施行期日を定める政令（令和２年政令第289号）により、同年10月１日

から施行されたので、下記のとおり通知する。

記

第１ 法の制定の背景等

１ 法の制定の背景

長年の改良により付加価値の高まった家畜遺伝資源は知的財産としての価値を

有しているが、家畜遺伝資源は容易に拡大再生産が可能であり、不正取得等の成

果冒用行為が行われた場合、我が国における畜産振興に重大な影響を与えるおそ

れがあることから、事業者間の利益の保護や公正な競争を確保するため、法が制

定されたものである。

２ 家畜改良増殖法の一部改正について

法の施行に併せて、家畜の人工授精等に関する規制を定めた「家畜改良増殖法

の一部を改正する法律（令和２年法律第21号）」が施行されるが、同法では、農

林水産大臣は、高い経済的価値を有するなど、特にその適正な流通を確保する必

要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を「特定家畜人工授精用精液等」と

して指定することができるとされたほか、特定家畜人工授精用精液等について、

封入する容器への種畜の名称等の表示や譲渡等に関する記録簿への記載及び保存

が義務化されるなど、不適切な流通を防止するための規制が強化された。

第２ 法の目的及び概要等

１ 目的

家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保し、家畜遺伝資源に係る不正

競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって畜産業の

発展に寄与することを法の目的とすることとされた（法第１条）。

２ 法の概要等

(1) 定義

ア 「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は

引き渡す特定家畜人工授精用精液等（家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）

第32条の２第１項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。）であって、

当該家畜資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりそ



の使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをい

うこととされた（法第２条第１項）。

イ 「家畜遺伝資源生産事業者」とは、家畜遺伝資源の生産の事業を行う者

をいうこととされた（法第２条第２項）。

ウ 「不正競争」とは、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、又

は財物を窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為又はその管理の委

託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得する行為等、

13類型の行為をいうこととされた（法第２条第３項）。

(2) 民事上の救済措置の整備

ア 差止請求権

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある

家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するお

それがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができ、また、

その請求をするに際し、侵害の行為を組成した家畜等（侵害の行為により生

じた家畜等を含む。）の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請

求することができることとされた（法第３条）。

イ 秘密保持命令

営業秘密に係る秘密保持命令について所要の規定を整備することとされた

（法第11条から第13条まで）。

３ 刑事罰による抑止

(1) 図利加害目的による違反行為

次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、10年以下の懲

役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた

（法第18条第１項各号）。

ア 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加え

る目的（以下「図利加害目的」という。）で、人を欺き、人に暴行を加え、

若しくは人を脅迫し、又は窃取する行為により、家畜遺伝資源を取得したと

き。

イ 図利加害目的で、その管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家

畜遺伝資源を領得したとき。

ウ 図利加害目的で、ア又はイの罪に当たる行為により取得し、又は領得した

家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき。

エ 図利加害目的で、ウ又はコの罪に当たる譲渡又は引渡しを受けて家畜遺伝

資源を取得して、その家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出

したとき。

オ 図利加害目的で、ウ、エ又はコの罪に当たる譲渡又は引き渡しが介在した

ことを知って家畜遺伝資源を取得して、その家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、

引き渡し、又は輸出したとき。

カ 図利加害目的で、自己又は他人のウ、エ、オ（家畜遺伝資源の使用に係る

部分に限る。）又はサの罪に当たる行為（以下「違法使用行為」という。）

により生じた家畜を家畜等の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、輸出し、



又は輸入したとき（当該家畜が他人の違法使用行為により生じたものである

ことの情を知らないで譲渡又は引渡しを受け、当該家畜を家畜等の生産の用

に供し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入した場合を除く。）。

キ 図利加害目的で、自己又は他人のカの罪（家畜を家畜等の生産の用に供す

る行為に係るものに限る。以下この項目において同じ。）に当たる行為によ

り生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき（当該家畜等が他人

のカの罪に当たる行為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又

は引渡しを受け、当該家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出した場合を除

く。）。

ク 図利加害目的で、自己又は他人の違法使用行為により生じた受精卵を使用

し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入したとき（当該受精卵が他人の違

法使用行為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又は引渡しを

受け、当該受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入した場合

を除く。）。

ケ 図利加害目的で、自己又は他人のクの罪（受精卵を使用する行為に係るも

のに限る。以下この項目において同じ。）に当たる行為により生じた家畜を

譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき（当該家畜が他人のクの罪に当たる行

為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又は引渡しを受け、当

該家畜を譲渡し、引き渡し、又は輸出した場合を除く。）。

コ 相手方に日本国外においてエの罪に当たる使用をする目的があることの情

を知って、家畜遺伝資源を譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき。

サ 日本国内において事業を行う家畜遺伝資源生産事業者の家畜遺伝資源につ

いて、日本国外においてウからオまでの罪に当たる使用をしたとき。

(2) 秘密保持命令違反

秘密保持命令に違反した者は、５年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科することとされた（法第18条第２項）。

なお、上記命令違反は、告訴がなければ公訴を提起することができず、日本

国外において同違反を犯した者にも適用することとされた（法第18条第３項及

び第４項）。

(3) 両罰規定

法人が前記(1)のア、ウ若しくはエからサまで又は前記(2)の規定の違反行為

をしたときは、その法人に対して３億円以下の罰金刑を科することとされた（法

第19条第１項）。

４ 施行期日

令和２年10月１日

第３ 添付資料

１ 官報の写し

２ 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律

担当：保安課指導係
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経
過
措
置 

第
三
条 

新
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
家
畜
改
良
増

殖
法
第
十
六
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
時
免
許
者
」
と
い
う
。

が
、
施

行
日
前
に
新
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
、
同
項
に
規
定

す
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施
行
時
免
許
者
に
つ
い
て
の
新
法

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
」
と

あ
る
の
は
、「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
」
と
す
る
。

(

家
畜
人
工
授
精
所
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置

第
四
条 

新
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
家
畜
人
工

授
精
所
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
す
る
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(

回
収
等
の
命
令
に
関
す
る
経
過
措
置

第
五
条 

新
法
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
す
る
家
畜
改
良
増
殖
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家

畜
人
工
授
精
用
精
液
又
は
同
法
第
十
一
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
家
畜
受
精
卵
の
譲
渡
し
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

第
六
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

政
令
へ
の
委
任

第
七
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政

令
で
定
め
る
。

(

検
討

第
八
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を

勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

第
九
条 

租
税
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
の
百
一
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一

項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

財
務
大
臣 

麻
生 

太
郎

内農
閣林
総水
理産大大臣臣 

安江
倍藤 

晋三拓

—
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六 

自
己
の
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に 

お

い

て

「不
正
使
用
行
為
」
と
い
う
。)

に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
家
畜
若
し
く
は
家
畜
の
精
液
若
し
く
は
受
精
卵(

以 

下

「家
畜
等
」
と
い
う
。)

の
生
産
の
用
に
供
し' 

譲
渡
し' 

引
き
渡
し' 

又
は
輸
出
す
る
行
為

七
そ
の
家
畜
が
他
人
の
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り 

知
ら
な
い
で
、
家
畜
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡 

し
、
若
し
く
は
輸
出
す
る
行
為

八
自
己
の
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為(
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。) 

に
よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し' 

又
は
輸
出
す
る
行
為

九
そ
の
家
畜
等
が
他
人
の
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
又 

は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
、
家
畜
等
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
 

若
し
く
は
輸
出
す
る
行
為

十 

自
己
の
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し' 

引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為 

十
一
そ
の
受
精
卵
が
他
人
の
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て' 

又
は
重
大
な
過
失
に 

よ
り
知
ら
な
い
で
、
受
精
卵
を
取
得
し' 

又
は
そ
の
取
得
し
た
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
若
し 

く
は
輸
出
す
る
行
為

十
二 

自
己
の
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為(
受
精
卵
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
り
生
じ 

た
家
畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

十
三
そ
の
家
畜
が
他
人
の
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て' 

又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で' 

家
畜
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
 

若
し
く
は
輸
出
す
る
行
為

第
二
章
民
事
上
の
措
置

第
一
節 

差
止
請
求
、
損
害
賠
償
等

(
差
止
請
求
権)

第
三
条 

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産 

事
業
者
は' 

そ
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し' 

そ
の
侵
害
の
停
止
又 

は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業 

者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し' 

侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
家
畜
等(
侵
害
の
行
為
に
よ
り
生
じ 

た
家
畜
等
を
含
む
。)

の
廃
棄
そ
の
他
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
損
害
賠
償)

第
四
条 

不
正
競
争
を
行
っ
て
他
人
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る 

責
め
に
任
ず
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
後
に
家
畜
を
家
畜
等
の 

生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
損
害
の
額
の
推
定)

第
五
条 

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て 

「被
侵
害
者
」
と
い
う
。)

が
不
正
競
争
に
よ
っ
て
自
己
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り 

自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て' 

そ
の
侵
害
の
行
為
が
家
畜
等
の
譲
渡
で
あ
る
と
き
は' 

そ
の
譲
渡
し
た
家
畜
等
の
数
量(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「譲
渡
数
量
」
と
い
う
。)

に
、
当
該
家
畜
等
に
係
る
家
畜 

遺
伝
資
源
に
つ
い
て
の
そ
の
封
入
さ
れ
る
容
器
一
個
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
被
侵
害
者
の
当
該 

家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
販
売
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
被
侵
害
者
が 

受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
の
容
器
に
封 

入
さ
れ
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
被
侵
害
者
が
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に 

相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

2
 

被
侵
害
者
が
不
正
競
争
に
よ
っ
て
自
己
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け 

た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
 

そ
の
利
益
の
額
は
、
当
該
被
侵
害
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
推
定
す
る
。

(
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
た
者
の
当
該
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
等
の
推
定)

第
六
条 

家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲 

げ

る

行

為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。)

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
が 

当
該
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
よ
り
生
ず
る
家
畜
又
は
受
精
卵
の
生
産
を
し
た
と
き
は
’
そ
の
者
は
、
そ 

れ
ぞ
れ
同
項
第
二
号' 

第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。)

と
し
て 

当
該
生
産
を
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

第
二
節
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟

(

具
体
的
態
様
の
明
示
義
務)

第
七
条 

不
正M
舰
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を 

侵
害
さ
れ' 

又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
す
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
が
侵
害
の
行
為
を
組
成
し 

た
も
の
と
し
て
主
張
す
る
家
畜
等
の
具
体
的
態
様
を
相
手
方
が
否
認
す
る
と
き
は
、
当
該
相
手
方
は
、
自
己
の
行
為 

の
具
体
的
態
様
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で 

き
な
い
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
書
類
の
提
出
等)

第
八
条 

裁
判
所
は
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ 

り' 

当
事
者
に
対
し
、
当
該
侵
害
の
行
為
に
つ
い
て
立
証
す
る
た
め' 

又
は
当
該
侵
害
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
計
算 

を
す
る
た
め
必
要
な
書
類
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
書
類
の
所
持
者
に
お
い
て
そ
の
提
出 

を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書 

に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
書
類
の
所
持
者 

に
そ
の
提
示
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は' 

何
人
も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
類
の
開
示
を
求 

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か 

ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
前
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て 

そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は' 

当
事
者
等(
当
事
者(
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 

そ
の
代
表
者)

又
は
当
事
者
の
代
理
人(
訴
訟
代
理
人
及
び
補
佐
人
を
除
く
。)

、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
を
い
う
。
 

以
下
同
じ
。)

、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
 

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く 

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て' 

民
事
訴
訟
法(
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号)

第 

一
編
第
五
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

前
各
項
の
規
定
は
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
該
侵
害
の
行
為
に
つ
い 

て
立
証
す
る
た
め
必
要
な
検
証
の
目
的
の
提
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定)

第
九
条 

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
裁
判
所
が 

当
該
侵
害
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
計
算
を
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
鑑
定
を
命
じ
た
と
き
は
、
当
事
者
は
、
 

鑑
定
人
に
対
し
、
当
該
鑑
定
を
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
相
当
な
損
害
額
の
認
定)

第
十
条 

不
正M
賜
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て' 

損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場 

合
に
お
い
て
、
損
害
額
を
立
証
す
る
た
め
に
必
要
な
事
実
を
立
証
す
る
こ
と
が
当
該
事
実
の
性
質
上
極
め
て
困
難
で 

あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
口
頭
弁
論
の
全
趣
旨
及
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
き
、
相
当
な
損
害
額
を
認
定
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。
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(
秘
密
保
持
命
令)

第
十
一
条 

裁
判
所
は
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
保
有
す 

る
営
業
秘
密(

不
正
競
争
防
止
法(

平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号)

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
を
い
ぅ
。
 

以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当 

事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
営
業
秘
密
を
当
該
訴
訟 

の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
し
、
又
は
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
以 

外
の
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
’
そ
の
申
立
て
の
時
ま
で
に
当
事
者
等
’
 

訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
が
第
一
号
に
規
定
す
る
準
備
書
面
の
閲
読
又
は
同
号
に
規
定
す
る
証
拠
の
取
調
べ
若
し
く 

は
開
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
 

既
に
提
出
さ
れ
若
し
く
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
準
備
書
面
に
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ' 

又
は 

既
に
取
り
調
べ
ら
れ
若
し
く
は
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ
き
証
拠(
第
八
条
第
三
項(

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す 

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
書
類
若
し
く
は
検
証
の
目
的
又
は
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ 

り
開
示
さ
れ
た
書
面
を
含
む
。)

の
内
容
に
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
含
ま
れ
る
こ
と
。

二 

前
号
の
営
業
秘
密
が
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
、
又
は
当
該
営
業
秘
密
が
開
示
さ
れ 

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
営
業
秘
密
に
基
づ
く
当
事
者
の
事
業
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
防 

止
す
る
た
め
当
該
営
業
秘
密
の
使
用
又
は
開
示
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令(

以

下

「秘
密
保
持
命
令
」
と
い
ぅ
。)

の
申
立
て
は' 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た 

書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
 

秘
密
保
持
命
令
を
受
け
る
べ
き
者

二
秘
密
保
持
命
令
の
対
象
と
な
る
べ
き
営
業
秘
密
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実

三
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
事
実

3

秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
書
を
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。

4

秘
密
保
持
命
令
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
に
対
す
る
決
定
書
の
送
達
が
さ
れ
た
時
か
ら
、効
力
を
生
ず
る
。
 

5

秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
秘
密
倮
持
命
令
の
取
消
し)

第
十
二
条
秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
又
は
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
は
、
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判
所 

(
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判
所
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
発
し
た
裁
判
所)

に
対
し
、
前
条
第 

一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
こ
と
又
は
こ
れ
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し 

の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 

秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
書
を
そ
の
申
立
て
を
し 

た
者
及
び
相
手
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4

秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
は
、
確
定
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

5

裁
判
所
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
を 

し
た
者
又
は
相
手
方
以
外
に
当
該
秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
秘
密
保
持 

命
令
を
受
け
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し' 

直
ち
に
、
秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
を
し
た
旨 

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等)

第
十
三
条
秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
訴
訟(
全
て
の
秘
密
保
持
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
訴
訟
を
除
く
。)

に
係
る 

訴
訟
記
録
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
か
ら
同
項
に
規 

定
す
る
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
の
請
求
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
っ
た
者
が
当
該
訴
訟
に
お
い
て 

秘
密
保
持
命
令
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
申
立
て
を
し
た
当
事
者(

そ
の 

請
求
を
し
た
者
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
対
し
、
そ
の
請
求
後
直
ち
に
、
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
旨
を
通 

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間 

(

そ
の
請
求
の
手
続
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
が
そ
の
日
ま
で
に
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 

そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
間)

、
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
っ
た
者
に
同
項
の
秘
密
記
載
部 

分
の
閲
覧
等
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

3

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
を
し
た
者
に
同
項
の
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
民 

事
訴
訟
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
当
事
者
の
全
て
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

(

当
事
者
尋
問
等
の
公
開
停
止)

第
十
四
条 

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
等
が
、
そ
の
侵
害
の
有
無
に
つ 

い
て
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
事
項
で
あ
っ
て
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
事
者 

本
人
若
し
く
は
法
定
代
理
人
又
は
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
裁
判
官
の
全
員
一 

致
に
よ
り
、
そ
の
当
事
者
等
が
公
開
の
法
廷
で
当
該
事
項
に
つ
い
て
陳
述
を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
に
基 

づ
く
当
事
者
の
事
業
活
動
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な 

陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
陳
述
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
他
の
証
拠
の
み
に
よ
っ
て
は
当
該
事
項
を
判 

断
の
基
礎
と
す
べ
き
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
の
適
正
な
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で 

き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当
該
事
項
の
尋
問
を
公
開
し
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
事
者
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

3

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
に
そ
の
陳
述
す
べ
き
事
項
の 

要
領
を
記
載
し
た
書
面
の
提
示
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た 

書
面
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4
 

裁
判
所
は
、
前
項
後
段
の
書
面
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者 

等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
面
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
の
尋
問
を
公
開
し
な
い
で
行
う
と
き
は
、
公
衆
を
退
廷
さ
せ
る
前 

に
、
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
事
項
の
尋
問
が
終
了
し
た
と
き
は
、
再
び
公 

衆
を
入
廷
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
信
用
回
復
の
措
置)

第
十
五
条 

不
正
競
争
を
行
っ
て
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
営
業
上
の
信
用
を
害
し
た
者
に
対
し
て
は
、
裁
判
所 

は
、
当
該
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
請
求
に
よ
り
、
損
害
の
賠
償
に
代
え
、
又
は
損
害
の
賠
償
と
と
も
に
、
当 

該
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
営
業
上
の
信
用
を
回
復
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第

三

節

雑

則

(
消
滅
時
効)

第
十
六
条 

第
二
条
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
の
う
ち
、
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す 

る
行
為
に
対
す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
権
利
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合 

に
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

一
 

そ
の
行
為
を
行
う
者
が
そ
の
行
為
を
継
続
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
に
よ
り
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ 

れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
が
そ
の
事
実
及
び
そ
の
行
為
を
行
う
者
を 

知
っ
た
時
か
ら
三
年
間
行
わ
な
い
と
き
。

二
そ
の
行
為
の
開
始
の
時
か
ら
二
十
年
を
経
過
し
た
と
き
。

(
適
用
除
外)

第
十
七
条
前
二
節
及
び
次
章
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
後
に
家
畜
を
家 

畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
取
得
し' 

譲
渡
し
、
引
き
渡
し' 

又
は
輸
出
す
る
行
為 

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第

三

章

罰

則

第
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し 

く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
人
を
欺
き
、
 

人
に
暴
行
を
加
え
、
若
し
く
は
人
を
脅
迫
し
、
又
は
窃
取
す
る
行
為
に
よ
り
、
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
た
と
き
。

二 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
管
理 

の
委
託
を
受
け
て
業
務
上
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
家
畜
遺
伝
資
源
を
領
得
し
た
と
き
。
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三 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
前
二
号
の 

罪
に
当
た
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
領
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸 

出
し
た
と
き
。

四 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で' 

又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
前
号
の
罪 

又
は
第
十
号
の
罪
に
当
た
る
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
て
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
て
、
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
を 

使
用
し' 

譲
渡
し
、
引
き
渡
し' 

又
は
輸
出
し
た
と
き
。

五 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
前
二
号
の 

罪
又
は
第
十
号
の
罪
に
当
た
る
譲
渡
又
は
引
渡
し
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
て
、
そ 

の
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し' 

引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
。

六 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は 

他
人
の
前
三
号(
家
畜
遺
伝
資
源
の
使
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

又
は
第
十
一
号
の
罪
に
当
た
る
行
為(

以
下
こ 

の
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「違
法
使
用
行
為
」
と
い
ぅ
。)

に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
し
、
 

譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き(

当
該
家
畜
が
他
人
の
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も 

の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
、
当
該
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
し
、
譲 

渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
場
合
を
除
く
。)

。

七 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は 

他
人
の
前
号
の
罪(
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て 

同
じ
。)

に
当
た
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
譲
渡
し' 

引
き
渡
し' 

又
は
輸
出
し
た
と
き(

当
該
家
畜
等
が 

他
人
の
前
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受 

け
、
当
該
家
畜
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

。

八 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は 

他
人
の
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
と 

き
(
当
該
受
精
卵
が
他
人
の
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引 

渡
し
を
受
け
、
当
該
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
場
合
を
除
く
。)

。

九 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は 

他
人
の
前
号
の
罪(
受
精
卵
を
使
用
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
当
た
る 

行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き(
当
該
家
畜
が
他
人
の
前
号
の
罪
に
当 

た
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
、
当
該
家
畜
を
譲
渡 

し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

。

十 

相
手
方
に
日
本
国
外
に
お
い
て
第
四
号
の
罪
に
当
た
る
使
用
を
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
の
情
を
知
っ
て
、
家
畜 

遺
伝
資
源
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
。

十
一
日
本
国
内
に
お
い
て
事
業
を
行
ぅ
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
、
日
本
国
外
に 

お
い
て
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
罪
に
当
た
る
使
用
を
し
た
と
き
。

2

秘
密
保
持
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を 

併
科
す
る
。

3

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4

第
二
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

5

第
一
項
の
規
定
は
、
刑

法
(

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号)

そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。
 

第
十
九
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の 

業
務
に
関
し
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第

三

号(
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
十 

一
号
ま
で
又
は
第
二
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
三
億
円
以
下 

の
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
二
項
の
罪
に
係
る
同
条
第
三
項
の
告
訴
は
、
そ
の 

法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告
訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効 

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
同
項
に
規
定
す
る
規 

定
の
罪
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

附

則

(
施
行
期
日)

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行 

す
る
。

(
経
過
措
置)

第
二
条 

第
二
章
第
一
節
及
び
第
二
節
並
び
に
第
三
章
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の 

日
(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「施
行
日
」
と
い
う
。)

以
後
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
 

施
行
日
前
に
不
正
取
得
行
為
又
は
不
正
領
得
行
為
に
相
当
す
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
領
得
し
た
家
畜
遺 

伝
資
源
を
そ
の
取
得
又
は
領
得
を
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

二
施
行
日
前
に
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。)

に
相
当 

す
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
そ
の
取
得
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

三
施
行
日
前
に
第
二
条
第
三
項
第
五
号
に
該
当
す
る
行
為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。)

に
相
当 

す
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
そ
の
取
得
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

四 

施
行
日
前
に
違
法
相
当
行
為(

不
正
取
得
行
為
、
不
正
領
得
行
為
若
し
く
は
第
二
条
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は 

第
五
号
に
該
当
す
る
行
為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。)

に
相
当
す
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
若 

し
く
は
領
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
又
は
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
行
為(
家
畜
遺
伝
資
源
を
使 

用
す
る
行
為
に
限
る
。)

に
相
当
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
当
該 

違
法
相
当
行
為
を
し
た
者
が
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為

五
違
法
相
当
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
施
行
日
前
に
受
け
た
者
が
当
該
家
畜
を
家
畜
等
の 

生
産
の
用
に
供
す
る
行
為

六
施
行
日
前
に
違
法
相
当
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
を
当
該
違
法
相
当
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為 

七
違
法
相
当
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
施
行
日
前
に
受
け
た
者
が
当
該
受
精
卵
を
使
用 

す
る
行
為

(
検
討
ン

第
三
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め 

る
と
き
は' 

こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す 

る
。

(

民
事
訴
訟
法
及
び
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
の
一
部
改
正)

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「規
定
す
る
不
正
競
争
」
の

下

に

「又
は
家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争
の 

防
止
に
関
す
る
法
律(
令
和
二
年
法
律
第
二
十
二
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
正
競
争
」
を
加
え
る
。

一
 

民
事
訴
訟
法
第
六
条
の
二

二 

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法(
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
条
第
一
号

(
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正)

第
五
条 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号)

の 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
十
一
家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争
の
防
止
に
関
す
る
法
律(
令
和
二
年
法
律
第
二
十
二
号)

第
十
八
条 

第

一

項(
家
畜
遺
伝
資
源
の
不
正
取
得
等)

の
罪

法

務

大

臣

三

好

雅

子

農
林
水
産
大
臣
江
藤 

拓

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三
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家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争
の
防
止
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

民
事
上
の
措
置

第
一
節

差
止
請
求
、
損
害
賠
償
等
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
二
節

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
（
第
七
条
―
第
十
五
条
）

第
三
節

雑
則
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
三
章

罰
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
家
畜
遺
伝
資
源
の
生
産
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
、
家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正

競
争
の
防
止
及
び
不
正
競
争
に
係
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
措
置
等
を
講
じ
、
も
っ
て
畜
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
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的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
家
畜
遺
伝
資
源
」
と
は
、
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
が
業
と
し
て
譲
渡
し
、
又
は
引
き
渡

す
特
定
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
等
（
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
等
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
が
契
約
そ
の
他
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
行
為
に
よ
り
そ
の
使
用
す
る
者
の
範
囲
又
は
そ
の
使
用
の
目
的
に
関
す
る
制
限
を
明
示
し
た
も
の
を
い

う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
」
と
は
、
家
畜
遺
伝
資
源
の
生
産
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
競
争
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
若
し
く
は
人
を
脅
迫
し
、
若
し
く
は
窃
取
す
る
行
為
に
よ
り
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得

す
る
行
為
（
以
下
「
不
正
取
得
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
管
理
の
委
託
を
受
け
て
業
務
上
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の

家
畜
遺
伝
資
源
を
領
得
す
る
行
為
（
以
下
「
不
正
領
得
行
為
」
と
い
う
。
）

二

不
正
取
得
行
為
又
は
不
正
領
得
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
領
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
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し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

三

そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
不
正
取
得
行
為
又
は
不
正
領
得
行
為
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
又
は
重
大
な
過
失

に
よ
り
知
ら
な
い
で
、
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡

し
、
若
し
く
は
輸
出
す
る
行
為

四

そ
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
た
後
に
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加

え
る
目
的
で
、
当
該
譲
渡
又
は
引
渡
し
に
係
る
契
約
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
使
用
す
る
者
の
範
囲
又
は
使
用
の
目
的
に
関
す

る
制
限
を
超
え
て
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

五

そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
の
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
が
前
号
に
掲
げ
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
譲
渡
し
、
又
は
引
き
渡
す

行
為
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
契
約
外
不
正
譲
渡
等
行
為
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
っ
て
、
若
し

く
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
を
受
け
て
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
、
若
し
く
は
そ
の

家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
契
約
外
不
正
譲
渡
等
行
為
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
若
し
く
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら

な
い
で
、
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引

き
渡
し
、
若
し
く
は
輸
出
す
る
行
為
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六

自
己
の
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
不
正
使
用
行
為
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
家
畜
若
し
く
は
家
畜
の
精
液
若
し
く
は
受
精
卵
（
以
下
「
家
畜

等
」
と
い
う
。
）
の
生
産
の
用
に
供
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

七

そ
の
家
畜
が
他
人
の
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な

い
で
、
家
畜
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
若
し
く
は

輸
出
す
る
行
為

八

自
己
の
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

九

そ
の
家
畜
等
が
他
人
の
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
又
は
重
大

な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
、
家
畜
等
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
若
し
く
は
輸

出
す
る
行
為

十

自
己
の
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

十
一

そ
の
受
精
卵
が
他
人
の
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
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ら
な
い
で
、
受
精
卵
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
若
し
く
は
輸
出
す
る

行
為

十
二

自
己
の
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
受
精
卵
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
生
じ
た
家

畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為

十
三

そ
の
家
畜
が
他
人
の
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
又
は
重

大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
、
家
畜
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
家
畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
若
し
く
は
輸
出

す
る
行
為

第
二
章

民
事
上
の
措
置

第
一
節

差
止
請
求
、
損
害
賠
償
等

（
差
止
請
求
権
）

第
三
条

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者

は
、
そ
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
家
畜
等
（
侵
害
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
含

む
。
）
の
廃
棄
そ
の
他
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
損
害
賠
償
）

第
四
条

不
正
競
争
を
行
っ
て
他
人
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に

任
ず
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
後
に
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供

す
る
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
損
害
の
額
の
推
定
）

第
五
条

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
侵

害
者
」
と
い
う
。
）
が
不
正
競
争
に
よ
っ
て
自
己
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け

た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
侵
害
の
行
為
が
家
畜
等
の
譲
渡
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
家
畜

等
の
数
量
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
数
量
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
家
畜
等
に
係
る
家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
の
そ

の
封
入
さ
れ
る
容
器
一
個
当
た
り
の
利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
被
侵
害
者
の
当
該
家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
販
売
そ
の



- 7 -

他
の
行
為
を
行
う
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
被
侵
害
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
譲
渡
数
量
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
数
量
の
容
器
に
封
入
さ
れ
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
被
侵
害
者
が
販
売
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
情
に
相
当
す
る
数
量
に
応
じ
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

被
侵
害
者
が
不
正
競
争
に
よ
っ
て
自
己
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額

は
、
当
該
被
侵
害
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
推
定
す
る
。

（
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
た
者
の
当
該
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
等
の
推
定
）

第
六
条

家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行

為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
が
当
該
家
畜
遺

伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
よ
り
生
ず
る
家
畜
又
は
受
精
卵
の
生
産
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
二
号

、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
）
と
し
て
当
該
生
産
を
し
た
も
の
と

推
定
す
る
。

第
二
節

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
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（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
）

第
七
条

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ

れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
す
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
が
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
も
の
と
し
て

主
張
す
る
家
畜
等
の
具
体
的
態
様
を
相
手
方
が
否
認
す
る
と
き
は
、
当
該
相
手
方
は
、
自
己
の
行
為
の
具
体
的
態
様
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
相
手
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
相
当
の
理
由
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
書
類
の
提
出
等
）

第
八
条

裁
判
所
は
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当

事
者
に
対
し
、
当
該
侵
害
の
行
為
に
つ
い
て
立
証
す
る
た
め
、
又
は
当
該
侵
害
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
計
算
を
す
る
た
め
必

要
な
書
類
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
書
類
の
所
持
者
に
お
い
て
そ
の
提
出
を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
書
類
の
所
持
者
に
そ
の
提
示
を
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さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
類
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
前
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
（
当
事
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
又
は

当
事
者
の
代
理
人
（
訴
訟
代
理
人
及
び
補
佐
人
を
除
く
。
）
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
訴
訟

代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
一
編
第
五
章
第

二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
該
侵
害
の
行
為
に
つ
い
て
立
証

す
る
た
め
必
要
な
検
証
の
目
的
の
提
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
損
害
計
算
の
た
め
の
鑑
定
）

第
九
条

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
裁
判
所
が
当
該
侵
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害
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
計
算
を
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
鑑
定
を
命
じ
た
と
き
は
、
当
事
者
は
、
鑑
定
人
に
対
し

、
当
該
鑑
定
を
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
当
な
損
害
額
の
認
定
）

第
十
条

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
損
害
額
を
立
証
す
る
た
め
に
必
要
な
事
実
を
立
証
す
る
こ
と
が
当
該
事
実
の
性
質
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
口
頭
弁
論
の
全
趣
旨
及
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
き
、
相
当
な
損
害
額
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
）

第
十
一
条

裁
判
所
は
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
保
有
す
る
営
業

秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に

よ
り
、
決
定
で
、
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
営
業
秘
密
を
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目

的
で
使
用
し
、
又
は
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
以
外
の
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
申
立
て
の
時
ま
で
に
当
事
者
等
、
訴
訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
が
第
一
号
に
規
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定
す
る
準
備
書
面
の
閲
読
又
は
同
号
に
規
定
す
る
証
拠
の
取
調
べ
若
し
く
は
開
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
を
取

得
し
、
又
は
保
有
し
て
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

既
に
提
出
さ
れ
若
し
く
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
準
備
書
面
に
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
既
に
取

り
調
べ
ら
れ
若
し
く
は
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ
き
証
拠
（
第
八
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
書
類
若
し
く
は
検
証
の
目
的
又
は
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
書
面

を
含
む
。
）
の
内
容
に
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
が
含
ま
れ
る
こ
と
。

二

前
号
の
営
業
秘
密
が
当
該
訴
訟
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
、
又
は
当
該
営
業
秘
密
が
開
示
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
営
業
秘
密
に
基
づ
く
当
事
者
の
事
業
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
当

該
営
業
秘
密
の
使
用
又
は
開
示
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
秘
密
保
持
命
令
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

秘
密
保
持
命
令
を
受
け
る
べ
き
者

二

秘
密
保
持
命
令
の
対
象
と
な
る
べ
き
営
業
秘
密
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実
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三

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
事
実

３

秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
書
を
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

秘
密
保
持
命
令
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
に
対
す
る
決
定
書
の
送
達
が
さ
れ
た
時
か
ら
、
効
力
を
生
ず
る
。

５

秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
）

第
十
二
条

秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
又
は
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
た
者
は
、
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判
所
（
訴
訟

記
録
の
存
す
る
裁
判
所
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
）
に
対
し
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
要
件
を
欠
く
こ
と
又
は
こ
れ
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
書
を
そ
の
申
立
て
を
し
た
者
及

び
相
手
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
は
、
確
定
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
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５

裁
判
所
は
、
秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し
の
申
立
て
を
し
た
者

又
は
相
手
方
以
外
に
当
該
秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
秘
密
保
持
命
令
を
受
け
て

い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
直
ち
に
、
秘
密
保
持
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
の
通
知
等
）

第
十
三
条

秘
密
保
持
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
訴
訟
（
全
て
の
秘
密
保
持
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
訴
訟
を
除
く
。
）
に
係
る
訴
訟

記
録
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
秘
密

記
載
部
分
の
閲
覧
等
の
請
求
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
っ
た
者
が
当
該
訴
訟
に
お
い
て
秘
密
保
持
命
令
を
受

け
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
申
立
て
を
し
た
当
事
者
（
そ
の
請
求
を
し
た
者
を
除
く
。
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
請
求
後
直
ち
に
、
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
そ
の

請
求
の
手
続
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
秘
密
保
持
命
令
の
申
立
て
が
そ
の
日
ま
で
に
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
立
て

に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
）
、
そ
の
請
求
の
手
続
を
行
っ
た
者
に
同
項
の
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
さ
せ
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て
は
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
請
求
を
し
た
者
に
同
項
の
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
民
事
訴
訟

法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
当
事
者
の
全
て
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

（
当
事
者
尋
問
等
の
公
開
停
止
）

第
十
四
条

不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
等
が
、
そ
の
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
の

判
断
の
基
礎
と
な
る
事
項
で
あ
っ
て
当
事
者
の
保
有
す
る
営
業
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
事
者
本
人
若
し
く
は

法
定
代
理
人
又
は
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
に
よ
り
、
そ
の
当
事

者
等
が
公
開
の
法
廷
で
当
該
事
項
に
つ
い
て
陳
述
を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
営
業
秘
密
に
基
づ
く
当
事
者
の
事
業
活
動
に
著

し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
該
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、

当
該
陳
述
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
他
の
証
拠
の
み
に
よ
っ
て
は
当
該
事
項
を
判
断
の
基
礎
と
す
べ
き
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上

の
利
益
の
侵
害
の
有
無
に
つ
い
て
の
適
正
な
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当
該
事
項
の
尋

問
を
公
開
し
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
事
者
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 15 -

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
に
そ
の
陳
述
す
べ
き
事
項
の
要
領
を

記
載
し
た
書
面
の
提
示
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
面
の
開
示
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

裁
判
所
は
、
前
項
後
段
の
書
面
を
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
等
、
訴

訟
代
理
人
又
は
補
佐
人
に
対
し
、
当
該
書
面
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
の
尋
問
を
公
開
し
な
い
で
行
う
と
き
は
、
公
衆
を
退
廷
さ
せ
る
前
に
、
そ

の
旨
を
理
由
と
と
も
に
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
事
項
の
尋
問
が
終
了
し
た
と
き
は
、
再
び
公
衆
を
入
廷
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
用
回
復
の
措
置
）

第
十
五
条

不
正
競
争
を
行
っ
て
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
営
業
上
の
信
用
を
害
し
た
者
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
、
当

該
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
請
求
に
よ
り
、
損
害
の
賠
償
に
代
え
、
又
は
損
害
の
賠
償
と
と
も
に
、
当
該
家
畜
遺
伝
資

源
生
産
事
業
者
の
営
業
上
の
信
用
を
回
復
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

雑
則
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（
消
滅
時
効
）

第
十
六
条

第
二
条
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
の
う
ち
、
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為

に
対
す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
権
利
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
時
効
に

よ
っ
て
消
滅
す
る
。

一

そ
の
行
為
を
行
う
者
が
そ
の
行
為
を
継
続
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
に
よ
り
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又

は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
が
そ
の
事
実
及
び
そ
の
行
為
を
行
う
者
を
知
っ
た
時
か
ら
三

年
間
行
わ
な
い
と
き
。

二

そ
の
行
為
の
開
始
の
時
か
ら
二
十
年
を
経
過
し
た
と
き
。

（
適
用
除
外
）

第
十
七
条

前
二
節
及
び
次
章
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
後
に
家
畜
を
家
畜
等
の

生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
取
得
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

第
三
章

罰
則
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第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
人
を
欺
き
、
人
に

暴
行
を
加
え
、
若
し
く
は
人
を
脅
迫
し
、
又
は
窃
取
す
る
行
為
に
よ
り
、
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
た
と
き
。

二

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
管
理
の
委
託

を
受
け
て
業
務
上
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
家
畜
遺
伝
資
源
を
領
得
し
た
と
き
。

三

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
前
二
号
の
罪
に
当

た
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
領
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
。

四

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
前
号
の
罪
又
は
第

十
号
の
罪
に
当
た
る
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
て
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
て
、
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
し
、
譲
渡

し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
。

五

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
前
二
号
の
罪
又
は

第
十
号
の
罪
に
当
た
る
譲
渡
又
は
引
渡
し
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
し
て
、
そ
の
家
畜
遺
伝
資
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源
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
。

六

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は
他
人
の

前
三
号
（
家
畜
遺
伝
資
源
の
使
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
十
一
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
以
下
こ
の
号
及
び
第

八
号
に
お
い
て
「
違
法
使
用
行
為
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
し
、
譲
渡
し
、
引
き

渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
（
当
該
家
畜
が
他
人
の
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を

知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
、
当
該
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、

又
は
輸
入
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

七

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は
他
人
の

前
号
の
罪
（
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当

た
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
等
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
（
当
該
家
畜
等
が
他
人
の
前
号
の
罪
に

当
た
る
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
、
当
該
家
畜
等
を
譲
渡
し

、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

八

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は
他
人
の
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違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
（
当
該
受
精

卵
が
他
人
の
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
、
当
該
受

精
卵
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

九

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
又
は
他
人
の

前
号
の
罪
（
受
精
卵
を
使
用
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
た
る
行
為
に
よ
り

生
じ
た
家
畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
（
当
該
家
畜
が
他
人
の
前
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
よ
り
生

じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
情
を
知
ら
な
い
で
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
受
け
、
当
該
家
畜
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出

し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

十

相
手
方
に
日
本
国
外
に
お
い
て
第
四
号
の
罪
に
当
た
る
使
用
を
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
の
情
を
知
っ
て
、
家
畜
遺
伝
資

源
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
又
は
輸
出
し
た
と
き
。

十
一

日
本
国
内
に
お
い
て
事
業
を
行
う
家
畜
遺
伝
資
源
生
産
事
業
者
の
家
畜
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
、
日
本
国
外
に
お
い
て

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
罪
に
当
た
る
使
用
を
し
た
と
き
。

２

秘
密
保
持
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
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る
。

３

前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
二
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

第
十
九
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又

は
第
二
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
三
億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
、
そ
の

人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
し
た
前
条
第
二
項
の
罪
に
係
る
同
条
第
三
項
の
告
訴
は
、
そ
の
法
人
又

は
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
し
た
告
訴
は
、
当
該
行
為
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず
る
も

の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場
合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
同
項
に
規
定
す
る
規
定
の
罪

に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
章
第
一
節
及
び
第
二
節
並
び
に
第
三
章
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

施
行
日
前
に
不
正
取
得
行
為
又
は
不
正
領
得
行
為
に
相
当
す
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
領
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源

を
そ
の
取
得
又
は
領
得
を
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

二

施
行
日
前
に
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る

行
為
に
よ
り
取
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
そ
の
取
得
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

三

施
行
日
前
に
第
二
条
第
三
項
第
五
号
に
該
当
す
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る

行
為
に
よ
り
取
得
し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
そ
の
取
得
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

四

施
行
日
前
に
違
法
相
当
行
為
（
不
正
取
得
行
為
、
不
正
領
得
行
為
若
し
く
は
第
二
条
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
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に
該
当
す
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
取
得
す
る
行
為
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
行
為
に
よ
り
取
得
し
、
若
し
く
は
領
得

し
た
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
又
は
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
行
為
（
家
畜
遺
伝
資
源
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る

。
）
に
相
当
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
を
当
該
違
法
相
当
行
為
を
し
た

者
が
家
畜
等
の
生
産
の
用
に
供
す
る
行
為

五

違
法
相
当
行
為
に
よ
り
生
じ
た
家
畜
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
施
行
日
前
に
受
け
た
者
が
当
該
家
畜
を
家
畜
等
の
生
産
の

用
に
供
す
る
行
為

六

施
行
日
前
に
違
法
相
当
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
を
当
該
違
法
相
当
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
行
為

七

違
法
相
当
行
為
に
よ
り
生
じ
た
受
精
卵
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
施
行
日
前
に
受
け
た
者
が
当
該
受
精
卵
を
使
用
す
る
行

為
（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
民
事
訴
訟
法
及
び
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
規
定
す
る
不
正
競
争
」
の
下
に
「
又
は
家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
正
競
争
」
を
加
え
る
。

一

民
事
訴
訟
法
第
六
条
の
二

二

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
十
一

家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項

（
家
畜
遺
伝
資
源
の
不
正
取
得
等
）
の
罪


